
 

 

指定病院等の指定について 

 

指定の概要について 

 

精神科病院 

措置指定病院 

法令等：精神保健福祉法第 19 条の 8 

概 要：国立・都道府県立以外の精神科病院に措置入院者を入院させるため一定の

基準を満たす県内民間等医療機関（現在 29箇所）を 3年ごとに指定 

応急入院指定病院 

特定病院 

特例措置を採ることがで

きる応急入院指定病院 

法令等：精神保健福祉法第 33条の 6 

概 要：応急入院患者を受け入れるため、厚生労働

大臣が定める基準に適合する県内精神科病院

（現在 14箇所）を 3年ごとに指定 

法令等：第 21条第 4項後段、第 33条第 3項後段、第 33条の 6第 2項後段 

概 要：厚生労働大臣の定める基準を満たしている医療機関については、特例措置を採るこ

とができる特定病院・特例措置を採ることができる応急入院指定病院（現在 8 箇所）

として 3年ごとに指定 

輪番病院 

基幹病院 

法令等：精神科救急医療体制整備事業実施

要綱（国要綱） 

概 要：県精神科救急システムにおける基

幹病院（現在 13 箇所）、輪番病院（現

在 21 箇所）として一定の基準を満た

す県内精神科病院を 3年ごとに指定 
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